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ファミリー・サポート・センター事業のご案内
問きやま子育て交流広場（基山っ子みらい館内）　☎９２－６６３０

アドバイザー

利用会員 協力会員

❶援助の申込み ❷援助依頼

❸依頼の受理❹紹介

❺事前打ち合わせ
❻活動の実施
　料金支払い

ファミリー・サポート・センターのしくみ

◆具体的な援助の内容
・幼稚園、保育園への送迎及び登園前・帰宅後の援助（現在、車の利用はしていません）

・学童の放課後または学童保育からの帰宅後の援助

・ママのリフレッシュ中の預かり（美容院、買い物、習い事など）

・産後ママの援助（事前に援助内容等協議）

曜　日 時　　　間 基　準　額

月～金曜 午前９時～午後５時 １時間あたり 600 円

月～金曜
午前７時～午前９時

１時間あたり 700 円
午後５時～午後７時

土曜 午前９時～正午 １時間あたり 700 円

◆報酬の基準
※ 最初の１時間まで：満たない場合でも１時間とみなす
※ 30 分未満：基準額の半額とし 30 分以上は１時間とみなす
※ 取り消しの場合は、次のとおり利用会員が支払う
　前日取消・・・無　　料
　当日取消・・・１時間分
　無断取消・・・全　　額

・基山町在住
・生後６か月から小学３
年生までの子どもさんが
いる方（事前に会員登録
が必要です）

・基山町在住
・健康で子育てに意欲が
ある方（事前に基本研修
を受けた方）

日時・場所・依頼内容
氏名・TEL の確認

　きやま子育て交流広場では、子育ての援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（協力会員）とが会

員となり、地域で子育てを助け合うための事業を行っています。

・幼稚園、保育園への送迎及び登園前・帰宅後の援助（現在、車の利用はしていません）

令和４年度
第１回まちづくり推進審議会を開催します

問まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

　基山町まちづくり基本条例第 27 条により設置を規定されている、まちづくり推進審議会を開催します。
▽開催日　令和４年６月 24 日（金）午後２時～
▽場　所　役場２階　２０3 会議室
▽内　容　・基山町協働化推進計画について
　　　　　・重要な計画に対する町民参加について
　　　　　・町民提案制度について
▽審議会の公開
　審議会は公開します。傍聴を希望される方は、当日会場にお越しください。
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　　町からのお知らせ　　

農地に災害が発生したら早めに申請を！
申問建設課　整備・管理係　　☎９２－７９６３

　農地や農業用施設が災害にあった場合は、早めに申請してください。一定の基準を満たす災害復旧事業に対し、

補助が受けられます。

※申請が遅くなると補助が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

▽申請上の注意
・申請書の略図は、目印になるものを記入して分かりやすく書いてください。

・災害発生場所には、赤布をつけた棒を立ててください。

補助率
農地 ５０％

農業用施設　 ６５％

大切な農業用機械を守りましょう
問産業振興課　農林業振興係　　☎９２－７９４５

　近年、佐賀県内においても、豪雨による内水氾濫が多くなり、たくさんの農業用機械が

被災しています。事前に「いつ・どこへ・どう」行動するのかを予め計画しておくことで、迷いなく速やかに、

より安全な場所に効率よく避難することができ、農業経営のリスクを減らすことできます。

▽避難のポイント　　　　　　　　　　　　　　▽警戒レベルと避難対象

レベル１
早期

注意情報

レベル２
注意報

レベル３
高齢者等

避難

レベル４
避難
指示

レベル５
緊急安全

確保

【農業用機械】の避難 【人】の避難

問企画政策課　広報・情報管理係 　☎９２－２１８８

　令和４年６月 22 日（水）を調査期日として、令和５年住宅・土地統計調査試験調査を基山町で実施することと

なりました。

　この調査は令和５年に実施される本調査を正確かつ円滑に行うために、あらかじめ調査事項、調査の方法、調

査票その他の関係書類の設計などが適正かについて実地に検討することを目的として行うものです。

　調査対象となった住戸にお住まいの方におかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

▽調査期日　　令和４年６月 22 日（水）

▽調査対象　　町内の一部の地域から無作為に抽出された 136 の住戸

▽調査方法　　6 月中旬に、調査員が対象住戸を訪問し、『調査票』を配布します。

　　　　　　　調査票を受け取られましたら次のいずれかの方法で回答を行ってください。

　　　　　　　①インターネットによる回答

　　　　　　　②郵送提出

　　　　　　　③調査員への提出

▽結果の利用　令和５年の本調査の実施に向けた基礎資料として使用されます。

　　　　　　　より良い調査の方法や、調査項目の検討などを行うための重要な指標となります。

令和５年
住宅・土地統計調査試験調査を実施します

人命優先 命を守る行動を最優先とする

計画行動 予め決めた計画に基づき行動する

自衛行動 自分の財産を守るための行動をする
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申問まちづくり課　環境対策室　生活環境係　☎９２－７９４１

　ダンボールコンポストを利用して、家庭用生ごみでの堆肥作りを体験してみませんか？
　可燃ごみには水分が約 50％含まれています。この大半が生ごみによる水分です。ダンボールコンポストは電気代
もかからず手軽に始められ、環境負荷もありません。また、庭のないアパートのベランダでも利用可能です。
　講習会では、親子でダンボールコンポストの作成と管理の仕方を体験していただき、作成したダンボールコンポス
トは、お持ち帰りいただきます。（大人お一人での参加も可能です）

区対抗スポーツ大会を開催しました！

優勝
Ａグループ １１区

B グループ ８区

C グループ １０区

D グループ ３区

第 53 回ソフトボール大会
第 17 回男女混合

ミニバレーボール大会

生ごみダイエットを始めませんか？
ダンボールコンポスト講習会参加者募集

▽来場時の注意
※マスクの着用をお願いします。熱がある

方、体調不良の方のご来場はできません。
※新型コロナウイルス感染防止のため、予

告なしに中止することがあります。

▽日時 ７月 10 日（日）午前９時 30 分から２時間程度
▽場所 町民会館小ホール
▽募集人数 15 組　※定員になり次第締め切り
▽申込み締切日 ７月１日（金）まで
▽参加費 材料代　1,000 円

ま ち の 話 題

5/15

　５月 15 日（日）に、総合公園多目的グラウンドで第
53 回ソフトボール大会、総合体育館で第 17 回男女混
合ミニバレーボール大会を開催しました。
　新型コロナウイルスの影響もあり、３
年ぶりの開催となりました。当日は、天
候にも恵まれ、町民の皆様による白熱し
た試合が繰り広げられました。
　結果は、次のとおりです。

優勝
Ａグループ １５区

B グループ ９区

C グループ １１区

問まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

佐賀東信用組合から子育て
応援の寄附をいただきました

5/24

　５月 24 日（火）、佐賀東信用組合から基山町へ、
子育て応援を目的とした寄附をいただきました。こ
れは、佐賀東信用組合が、令和４年３月末日の「とう
しんカルガモ定期預金」契約額の 0.05％（他市町の
預金契約者の契約額割合に応じて決定）を、子育て
応援の一助として「まち・ひと・しごと創生に関する
連携協定」締結自治体に対し寄附するものです。こ
の寄附金は、子育て支援の一部に活用させていただ
く予定です。

問企画政策課　総合計画推進係　☎９２－２１８８
　  佐賀東信用組合鳥栖支店　☎８３－３６６７※新型コロナウイルス対策とし、大会時間を短縮し、例年行ってい

た決勝トーナメントは行わず、パートごとに順位を決定しています。
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　　町からのお知らせ　　

－高齢者交通安全五則－

問住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

消費生活コラム vol.30
ネット広告で見た不用品回収 10 倍以上の料金に

【参考：独立行政法人国民生活センター発行　見守り新鮮情報第４１８号より】

【事例】
ネットで「1.5 トントラックに詰め放題３万 9800 円」という広告を見て、不用品の回収を申
し込んだ。作業当日、詰め込み後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認する
と約 65 万円だった。不用品を運び出してもらわないと困るので、やむを得ずサインをしたが、
作業前に金額について説明は受けておらず、支払いたくない。　（当事者：70 歳代　男性）

・ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。不用品回収を依頼する際は、事前に複数の事業者から見積もりを
取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。

・荷物の量や状態によっては追加料金が発生する場合もありますが、作業開始前に、支払う見込み額を確認することが大切です。
・不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。担当課に問い合わせましょう。
・作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。
・クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。

【ひとこと助言】 

問住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

交通安全コラムVol.34
高齢者を事故から守る

高齢者の交通事故の多くが、見通しの良い道路や交差点で、徒歩や自転車での横断中に起こっています。
悲惨な交通事故に遭わないよう交通安全の「ま み む め も」に気をつけましょう。

ま 待つ

安全が十分に確認
できるまで待つ

ま 待つ み 見る

周囲の状況を見る

む 無理せず
止まる

交差点などでは
無理せず止まる

む 止まる
め 目立つ

反射材用品を
着用して目立つ

も もっと知る

自分の身体機能の
変化をもっと知る

佐賀県交通安全
キャラクター
マニャー

一般的に高齢
になると、若い
時よりも視力や
聴力が弱まり、
歩く速度も遅く
なります。

「ま み む め も」




